
 ��での�決は��⽣活に⼤きく��
するのは当�だ。賛否の��理由を�場
では勿論、不����の��に�して�
�責任を果たせるのか、�決した�員の
責�に他ならない
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 昨年１２⽉���で１８年間にわたり���を
�められた吉⽥茂�の�任に�い�任�事の��
が、��２１票、賛成１０票で否決された。
 ��した�員は、⾃��、���、立��主
�、共��、��の�等の��政�に�属する�
員だった。�����史上、�事��でしかも�
��と�う重責の�別�が否決されたのは��に
前例がない。
 これまでは���を�む�々な�事��（例え
ば�����員等）に�して�疑はもとより否決
事�は��だった。
 それでは何故２１�もの�員が��したのか
は、�⼀�も���論に立つことがなかったた
め、⼀切不�だ。提�された�物が何故不��な
のか、どのような�物ならば賛成�来るのか、他
に�材の��がいるのか等�く知る由もない。
 しかし、３⽉���では��は別の��者を�
事��として提�し、賛成��で�任された。こ
れで４⽉��は���員�の体制はととのったの
だが、�重��題である不��やいじめ問題の�
決にはたして期待�来るのだろうか。

 労働基���正に�う体制��等）令和７年度
に��を３１１３�にする��に�して⾃�
�、��クラブ、��の�が��したが賛成�
�で可決された。
 �が賛成したのは、�下の�な��な事�に
��するためだ。
①   �員の超���時間は、�体で平�して⽉
⼀�７，７時間だが����⾏政デジタル�
は、⽉⼀�２５時間、����１０時間、��
��１２時間、��保��１６時間、保���
�４０，８時間、⽣活���６２時間、���
��１３時間等��に����する�での超�
が常��している。
②  �間���では指��理者制度やPFI事業の
��によって令和５年度では３０�円の減�と
なっている。
③ �員の��は、�国６１の中��⾃�体の中
では、��は４２�⽬で⽉�４０１，５５２円
であり、�員の�⼝⼀�当たりの��では２７
�⽬で６３，５１�となっている。 
④ メンタル不�による�期�休、�気休�者
は、令和元年で５３�、令和５年度７４�でこ
の間�⽌まりであり、その��には�場の�員
体制に⼤きな不�がある、と�測される。
⑤ �員の離�者（�年を�く）は、令和元年度
で９８�、令和５年度１２３�となっており、
その��は�々だろうが��が��している�
�員がその�を�ることは、�場の���⾏に
不�があるのではないか。
⑥  必�な�員�を�保�来ないため、その�
�の�⽬で��年度�員（臨時�⽤）で��し
てきたが、令和５年度で１３２３�にも�して
いる。�に��員の３０％にもなっており、３
�に⼀�は�正�の��年度�員であり、その
��は年�３０１万円で正��員の３６％にし
か�ぎない。
  この��によって、何とか業�を回している
��がある。
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〒343-0045 越谷市下間久里477-12
TEL&FAX　048-979-3027
http://hshirakawa.net
shirakawa110@gmail.com

白川秀嗣

⼀⼼太助�幕政に物申す。

⻑屋から幕政
変える⼼意気

No.92

教育⻑選任議案を否決、越⾕市議会史上
初の異常事態に。3⽉議会で選出

職員定数を１１⼈増員する議案に
⾃⺠党、刷新クラブ、維新の会等

が反対

 �員��を１１��員し、（���の���
保��開�に�う保�⼠、こども�でも��制
度開�にともなうもの、�がい者への相�体制
の��、中川・綾瀬川流域の���策の��、



 １２⽉�����の⼀��問の中で⾃���員が「⼟地利⽤のあり�について」�材�場等
（�義のヤード）に�する�制について��に�問した。
 この�問の中で、川⼝�でのクルド�による�々の犯�⾏為を�り上げ、クルド�による�
材�き場等での��や�気発⽣をはじめ、レイプ事件や�体した�材の不���等を�り上
げ、���での�材�き場等の�正�を�問した。
  ��中にこれらの発�を問題�した立��主�、⽇�共��、��ネットの��代�者か
ら��に各��代�者��を招�する��を受けて��が開�された。
  この⾃���員（⾏政書⼠）は��にクルド�から�頼された���域使⽤の申�⼿�き
に�して、クルド�であることを理由に業�を�っており、当時X（旧ツイッター）にこれら
を��したため、埼⽟�⾏政書⼠���から、Xの削��令が�されたこともあり、����
�でも問題�された�果、Xへの����を��削�し、��⼗�気を付けるとの��がなさ
れた等の��があった。
  そのため�回２回⽬の�別発�、だとしてこの３�から��の�思や��をまず問いただ
したい、との�⾒がだされ、休�を挟み、��が代�者��に��して各代�者からの�問に
�えた。すでにヘイトスピーチ�制�が制�されており、��の��や�種に�してその属性
によって犯�等の当事者であると指�したり、その温�になっている等の発�は、ヘイトスピ
ーチと��されるものである、としていることからも、また�回⼆度⽬の⾏為であり、どの�
に受け⽌めているのか、との�問が相�いだ。
  しかし、これに�して��では�前Xを削�したのは、⾏政書⼠として個�情�を流布した
ことが�業��に��したため削�したものであること。またクルド�への�別�識は�くな
いので、何故問題�されるのか理��来ない、との発�だった。
  その�、��は��して再度代�者��が再開されたが、���、��クラブ、��の�
の�員からヘイトスピーチ�制�には��事例が�体的には��されておらず、従って発�が
ヘイトかどうかは���来ない、との発�が�いた。
  �果として、年度内に「��やヘイト問題」の研��を��員を��に開�する�向とな
ったが、�局令和７年３⽉３１⽇までに開�されることなく、問題は⼀切�決していない。
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ボイス制度”�⽌の�⾒書」

  
  
   

賛成��で採択       
  政�は昨年１０⽉に、���率（軽減�率の８％と１０％）に��した仕����の�
式として����書等保��式（インボイス制度）が�くの��を押し切り��された。
  この制度ではインボイスの発⾏事業者でないと仕�では����が�来ない。このため
事業者の５�を占める⼩�模事業者や個�事業者でこれまでの��事業者は��先からイン
ボイス発⾏を�められ、発⾏�来ない場�は、不当な�下げや��き�⽌を�められる可�
性が�てくる。
  このため、「インボイス制度の�⽌を�める�⾒書を国提�する」���願が３⽉��に
提�され、⾃��、���は��したが賛成��で採択された。
  �は、�下の�な理由からこの�願の���員となり賛成した。
 ①  仕�れ���のため����書（インボイス）が必�となる。
 ②  ��事業者との��を⾒�す必�がある。
 ③  ��業者は�まで�りに仕事を受��来ない可�性がある。
 ④  ��事業者から��事業者になると�の負担が�える。
 ⑤  消��の申告・��のかかる�理事�が��する。
 
 ⼀�、��時も現在も�のような�った�論が政�や��の場で��している。
 ② 「消��を��っているのは消�者である」
 ② 「消��は【預かり金】（��前に事業者が消�者から⼀時的に預かるお金）である。」
 ③ 「��事業者（年�１０００万円�下の事業者）は消��を��り・ピンハネすること
で【��】と呼ばれる不当な利�を得ている。」
 
  しかし、消��の�釈が�点となった１９９０年３⽉２６⽇東�地��決
 ①「消��を��っているのは事業者である」
 ②「消�者が事業者に��う消���は�品や��の⼀�であり消��は【預かり金】で
はない」
 ③ ゆえに消��相当の⼀�が事業者の⼿元に�ったとしてもピンハネでなく【��】に当
たらない。
 と��に�決が�されており、��が��に�しょくされた��がある重�な事�を、�
�した政�や、��は�識する必�がある。

⼤規模保育園
の話

サンシティ
整備計画の話

動�は、3�から5�です 


